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	Q1. OSSに関する次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組み合わせはどれか。

OSSの頒布に当たっては、頒布先となる個人やグループを制限         。また、OSSを複製したり改良したりして再頒布することは許可されて　　　　 。
	Q2. OSSのみの組み合わせはどれか。
	Q3. パブリックドメインソフトウェアとするための条件はどれか。
	Q4. 著作権法の言葉でいうと、OSSライセンスは、プログラムの何の際の許諾か。
	Q5. OSSライセンスの言葉でいうと、OSSライセンスは、プログラムの何の際の許諾か。
	Q6. プログラムのバイナリのみの頒布を禁止していないOSSライセンスはどれか。
	Q7. OSSの機能を利用するプログラムを作製した。作製したプログラムも同じ条件で頒布することを求めるOSSライセンスはどれか。
	Q8. GPLのOSSを使い、ソースコードを開示しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
	Q9. 特許取得したデバイスを持つAndroid搭載スマートフォンを開発し、アプリケーションプログラムはソース開示要求のあるライセンスのOSSを利用せずに作成。これを販売する際、OSSライセンス違反となるのはどれか。
	Q10. ソースコードの開示が必要な多くのOSSライセンスにおいて、開示方法として間違っているものはどれか。
	Q11. GPLv2のOSSのソースコードをWebサイトに公開した場合、ライセンス違反ではない対応はどれか。
	Q12. 著作権法において、保護の対象とならないものはどれか。
	Q13. 2009年12月米国で、あるOSSのソースコードを開示しなかったため、14社もの企業が提訴された。そのOSSとはどれか？
	Q14. 著作者の了解を得ないで次の行為を行った場合、著作権法に照らして適法な行為はどれか。
	Q15. GNU GPLのプログラムAと、自分で開発したプログラムB/Cとの関係について正しい説明はどれか。

